
   公立大学法人公立鳥取環境大学駐車場利用規程 

平成２４年４月１日 

鳥取環境大学規程第６４号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人公立鳥取環境大学（以下「法人」という。）における駐車場利

用に関し必要な事項を定め、もって大学構内の秩序確保を図るものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規程において｢自動車｣とは、道路交通法に規定する自動車（自動二輪車を除く。）を

いう。 

 

（駐車の許可） 

第３条 自動車で通勤又は通学し大学構内に駐車する者は、事前に法人の許可を得なければなら

ない。 

２ 前項の許可に係る決裁については、公立大学法人公立鳥取環境大学事務決裁規程に定めると

ころによる。 

 

（申請手続） 

第４条 前条の許可を受けようとする者は、法人に勤務する職員及び常駐する委託事業者の職員

（以下、「教職員等」という。）においては駐車許可証交付願（様式１）に、学生においては通

学・駐車許可願（様式２）に、必要な書類を添えて提出するものとする。ただし、法人に勤務

する職員が私有自動車の業務使用に関する届出を併せて行う場合は、駐車許可証交付願（兼私

有自動車の業務使用に関する届出）（様式１－２）により行うこととする。 

２ 常駐する委託事業者の職員（以下、「事業者職員」という。」が、代表者の名において許可の

申請（以下、「代表者申請」という。）を行うことができることとし、駐車許可証交付願（様式

１－３）により申請することとする。 

３ 代表者申請を行う次のいずれにも該当する場合には、複数の自動車に対し１台分又は申請台

数に満たない複数台分の駐車場の使用を許可することができることとする。 

（１）代表者申請を行う構成員の全てがローテーション勤務を行う事業者職員である場合。 

（２）構成員間における勤務日及び時間の重複により駐車台数が、許可台数を上回ることがない

場合。 

 

（許可の基準） 

第５条 教職員等の自動車通勤を許可する基準は次のとおりとする。 

（１）身体障害者及び傷病等により一般輸送機関の利用が困難と認められる者 

（２）遠距離から通勤する者で、他の交通機関の利用が困難と認められる者 

（３）その他事務局長が適当と認める者 

２ 学生の自動車通学許可の基準は、別に定める。 

３ 教職員等・学生ともに許可基準を満たす場合であっても駐車場の収容余力その他の事情によ

り許可を保留することがある。 

 

（駐車許可証等の交付） 

第６条 前条に基づき駐車を許可した者に対しては、駐車許可証（様式３）を交付し、併せて駐

車許可カード（様式４）を貸与する。 

２ 許可した者に対しては、別途駐車区域を指定する。 

 

（駐車期間及び駐車料金） 

第７条 駐車の許可期間及び対象者別の納付すべき駐車料金は、別表１のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事務局長がやむを得ないと認めるときは、必要に応じて許可期間

及び駐車料金を定めることできる。 



３ 許可期間の途中で駐車場の利用をやめる場合は、使用者はただちに駐車許可証返納届（様式

５）を提出し、交付を受けた駐車許可証、貸与を受けた駐車許可カードを返納しなければなら

ない。その場合、法人は収納済みの駐車料金のうち残存期間に相当する額として別表２のとお

り払い戻すものとする。 

４ 前各項にかかわらず、教職員等のうち公立大学法人公立鳥取環境大学非常勤職員等就業規則

第２条の規程に規定する非常勤職員等（公立大学法人公立鳥取環境大学非常勤講師就業規程第

７条において準用する非常勤講師も含む）は、当該職員の雇用期間の範囲内において駐車の許

可期間を定めることとし、駐車料金を無償とする。 

 

（駐車料金の減免等） 

第８条 許可を受けた学生の自動車で、排気ガス中の二酸化炭素の排出量が大学で定める基準以

下の自動車を使用している学生の納付すべき駐車料金は減免することができる。 

２ 前項の減免後の駐車料金は、別表３のとおりとする。 

３ 第１項の減免については、使用者本人が使用自動車の数値を確認のうえ「通学・駐車許可願」

に必要事項を記載のうえ提出し、大学で数値等を確認のうえ適用の合否を審査し、本人へ通知

する。 

４ 減免適用者が許可期間の途中で駐車場の利用をやめる場合は、第７条第３項の規定に準じ別

表２のとおり払い戻すものとする。 

５ 減免の対象となる車両は、毎年度５月末日までに許可を受けたものに限る。 

 

（遵守事項） 

第９条 駐車許可証の交付及び駐車許可カードの貸与を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

（１）大学構内では歩行者の安全を第一とし、法令及び大学構内の交通規制に従うこと。 

（２）指定された場所に駐車すること。 

（３）大学構内にある間、駐車許可証は自動車のダッシュボード等の車外から確認できる場所に

掲示すること。 

（４）駐車許可カードの管理は責任をもって行い、他人に貸与、譲渡しないこと。 

（５）その他、法人の定める規程等に従うこと。 

 

（許可の更新・再交付） 

第１０条 次の各号に該当する場合には、あらためて第４条に定める申請手続により、必要に応

じて駐車許可証等の更新又は再交付を受けなければならない。 

（１）車両を更新したとき。 

（２）駐車許可証を紛失又は汚損したとき。 

（３）駐車許可カードを紛失又は汚損したとき。 

２ 駐車許可カードの再交付にかかる手数料は、別に定める。 

 

（管理責任） 

第１１条 大学構内に乗り入れ、又は駐車中の自動車の盗難その他の事故等について、法人は一

切責任を負わない。 

 

（違反者への措置） 

第１２条 許可を受けた者がこの規程に違反し又は事故を起こした場合は、事務局長は許可の取

消しその他の処分を行うことができる。許可を取消されたときは直ちに駐車許可証及び駐車許

可カードを事務局長に返納しなければならない。 

２ 許可取消し処分を受けた者に対しては、第７条第３項に定める駐車料金の払戻しは原則とし

て行わない。 

 

（学生の取扱い） 

第１３条 本規程中、学生の許可基準に関することのほか、以下の項目について別途取扱いを定



めることができる。 

（１）自動二輪車での通学及び駐車（輪）許可に関すること。 

（２）駐車許可証及び駐車許可証返納届の様式に関すること。 

（３）遵守事項に関すること。 

（４）違反者への措置に関すること。 

 

（委任） 

第１４条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２５年規程第１９号） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   

 附 則（平成２６年規程第３３号） 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３２号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年規程第１号） 

 この規程は、令和４年３月７日から施行する。 

 



 別表１（第７条関係） 

申請月 許可期間 
納付金額 

教職員等 学  生 

４月 

同年度の申

請月から３

月３１日ま

で 

１２，０００円 ８，０００円 

５月 １１，０００円 ７，０００円 

６月 １０，０００円 ６，０００円 

７月 ９，０００円 ５，０００円 

８月 ８，０００円 ４，０００円 

９月 ７，０００円 ４，０００円 

１０月 ６，０００円 ４，０００円 

１１月 ５，０００円 ３，０００円 

１２月 ４，０００円 ２，０００円 

１月 ３，０００円 １，０００円 

２月 ２，０００円 １，０００円 

３月 １，０００円 １，０００円 

 ※授業開講日の勤務を基本とする事業者職員は学生の納付金額を準用する。 

 

 別表２（第７条及び第８条関係） 

廃止年月日 
払 戻 額 

教職員等 学  生 １２０ｇ未満 120g 以上 140g 未満 

５月１日以前 １１，０００円 ７，０００円 

払い戻ししない 

４，０００円 

６月１日以前 １０，０００円 ６，０００円 ３，０００円 

７月１日以前 ９，０００円 ５，０００円 ３，０００円 

８月１日以前 ８，０００円 ４，０００円 ２，０００円 

９月１日以前 ７，０００円 ４，０００円 ２，０００円 

１０月１日以前 ６，０００円 ４，０００円 ２，０００円 

１１月１日以前 ５，０００円 ３，０００円 １，０００円 

１２月１日以前 ４，０００円 ２，０００円 １，０００円 

１月１日以前 ３，０００円 １，０００円  

２月１日以前 ２，０００円   

３月１日以前 １，０００円   

      ※授業開講日の勤務を基本とする事業者職員は学生の払戻額を準用する。 

 

 別表３（第８条関係） 

１km 走行における 

二酸化炭素排出量 

（ｇ-CO2/km） 

納付金額 

１２０ｇ未満 １，０００円 

１２０ｇ以上 

 １４０ｇ未満 
５，０００円 

１４０ｇ以上 別表１のとおり 



様式１（第４条関係） 

駐 車 許 可 証 交 付 願 

 

年  月  日 

  公立大学法人公立鳥取環境大学理事長 様 

     

所属  

氏名  

現住所  

通勤距離 キロメートル 

 

      私は、次のとおり駐車場を利用したいので駐車等許可証の交付をお願いします。 

 

利用開始月    年  月 

車名  

ナンバー  

申請理由  

証紙貼付欄（※必要な証紙を貼付して、交付願を提出してください。） 

 

以下記入しないこと 

許可開始月 年   月 

駐車許可番号  

備考  

  



様式１－２（第４条関係） 

駐車許可証交付願（兼私用自動車の業務使用に関する届出） 

年  月  日 

  公立大学法人公立鳥取環境大学理事長 様 

 

私は、次のとおり駐車場を利用したいので駐車等許可証の交付をお願いします。 

 

所属  氏名  

車名  ナンバー  

現住所  通勤距離 キロメートル 

開始年月     年    月 申請理由  

証紙貼付欄（※必要な証紙を貼付して、交付願を提出してください。） 

※添付書類 

 

 

１ 運転免許証（写し） 

２ 車体検査証（写し） 

３ 自動車任意保険に加入していることの証明書（写し） 

事務局長様 同車輌を業務に使用する私有自動車として届け出ます。私有自動車の業務使用に

当たっては、私有自動車の業務使用に関する取扱要綱に規定する各条項を遵守す

ることを誓約します。 

事務処理欄 ※以下記入しないこと 

許可開始月 年    月 

駐車許可番号  

備考  

受理日    ・  ・ 
受理 

担当者 
 

事務局長 

確認日 
・  ・ 

添付書類 

  要件確認 更新期限等 更新（写） 

運転免許証（写し）  □   ・ ・  

車体検査証（写し）  □ ・ ・  

自動車任意保険に加

入していることの証

明書（写し） 

対人 1 億

円以上 
 □ 

  ・ ・  
対物 5 百

万円以上 
 □ 

 業務に使用する私有自動車の登録は年度ごとです。受理日より同年度末日まで有効です。届出事項に変更

があった際は、速やかに該当書類の写しを提出してください。年度内に更新期限等を迎え、その更新した書

類の写しの提出がない場合は、その期限等をもって、登録を抹消します。 

  



様式１－３（第４条関係） 

駐 車 許 可 証 交 付 願 

  年  月  日 

  公立大学法人公立鳥取環境大学理事長 様 

 

所在地 

会社名 

代表者 

 

 

 

 

従業員の通勤に要するため、下記のとおり駐車等許可証の交付をお願いします。 

 

記 

 

 氏 名 メーカー及び車名 ナンバー 
駐車カード NO(7桁) 
※カードを持っている
方は確認の為記入 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

１１     

１２     

１３     

１４     

１５     

 

※事務局利用欄  

 
 

 



様式３（第６条関係） 

 

                                  ＜表面＞ 

 

 

 

 

駐 車 許 可 証  

 

   年度 

 

 

 

 

 

 

  許可番号 
  

  許可期間  

     年 月 日より 

     年 月 日まで 

  

 

       公立大学法人公立鳥取環境大学 

                                     

                  ＜裏面＞ 

 

                              注 意 事 項 

 

 １．この許可証は、運転席の車外から見えやすい所（ダッシュボード等）

  に置くこと。 

 

 ２．法令等を守り、事故を起こさないよう安全運転を行うこと。 

 

 ３．大学構内では歩行者の安全を第一とし、法令及び公立大学法人の定め

る規則を守ること。 

 

 ４．年度の途中で、駐車場の利用を取りやめるときはこの許可証は、事務

局に返納すること。  



様式４（第６条関係） 

 

＜表面＞ 

№○○○○ 

 

公立鳥取環境大学 

 

駐車許可カード 

 

 

＜裏面＞ 

注意事項 

●このカードは、他人に貸与、又は譲渡すること

はできません。 

●駐車場契約が終了した場合は、直ちにこのカー

ドを事務局に返却してください。 

●万一、このカードを紛失、汚損、破損したり、

盗難に遭った場合は、直ちに事務局へ届け出て

ください。 

公立鳥取環境大学事務局 Tel 0857-38-6700 

 



様式５（第７条関係） 

駐 車 許 可 証 返 納 届 

 

年  月  日 

  公立大学法人公立鳥取環境大学理事長  様 

    

所属  

氏名  

現住所  

電話番号  

 

      私は、駐車場の利用を取りやめますので、ここに駐車等許可証を返納し、料金の返還をお

願いします。 

 

許可年月 年  月 

車名  

ナンバー  

駐車等許可番号  

廃止年月日 年  月  日 

返納理由  

希望返金方法 

 

 

 

（１，２のどちらかに○をしてください。） 

１ 現金 

２ 銀行振込 

  （振込口座の登録をしていない方は、銀行名以下記入してください。） 

銀行名 

支店名 

預金種別 

口座番号 

(フリガナ) 

口座名義 

※事務局使用欄 

 

 受付年月日：            

 

 受領者  ：       課        印  

   

   


